
（東予地方局商工観光課内）

（今治支局商工観光室内）

（中予地方局商工観光課内）

労働委員会事務局（中予地方局内）

※労働問題の専門家である社会保険労務士による相談も実施しています。
　（原則、毎月第１・３金曜日　10:00～15:00）　

（八幡浜支局商工観光室内）

（南予地方局商工観光課内）

月～金曜（祝日を除く）
　　土曜（祝日を除く）

労働委員会事務局では、職員による労働相談を平日8:30～17:15に、
委員3名（公労使の各側1名）による労働相談を原則月1回実施しています。

089（912）2996（直通）

県女性相談支援センター #8778
はなそうなやみ

◎24時間・365日対応NTTひかり電話　　0120-8891-77
◎男性相談（電話または面談（予約制））　 089-(909)-8852
　第２・第４土曜14:00～17:00

3986

https://www.crie.co.jp/page/ehime-uiturn/


